
施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
防火計画に基づいた消防訓練等を実施し、仕
様書どおり適切に行われている。

町会の各班による交代制での清掃や草刈等を行って
おり、地域のコミュニティー拠点施設として利用し
ている。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

地域の農業団体や町会等の利用促進を図って
いる。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか。苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

【名　称】孫内町会
【代表者】町会長　我満　智
【住　所】青森市大字孫内字山科９６番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市大字孫内字北原１４０番地１

令和６年度「孫内農村センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　孫内農村センターについては、孫内町会が指定管理者として施設の管理運営を行っていま
す。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２３日

孫内農村センター

　農村におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、
住みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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設置目的

所在地

指定管理者
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適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

　青森市大字駒込字深沢1-106

令和6年度「月見野森林公園」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　月見野森林公園については、森林組合あおもりが指定管理者として施設の管理運営を行って
います。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和6年７月31日

　月見野森林公園

　自然観察、林業体験学習、レクリエーション等の余暇活動の場を提供すること
により、市民の自然保護意識及び緑化意識の高揚を図り、併せて林業者の定住化
の促進及び市民の健康の増進に資するため、森林公園を設置する。

【名　称】森林組合あおもり
【代表者】代表理事組合長　工藤英精
【住　所】青森市大字高田字日野26-2

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

広報あおもりを活用しているほか、指定管理
者独自のホームページに施設情報を掲載し、
利用促進のため、ＰＲを行っている。

利用者にとって、より利用しやすい施設にな
るよう要望を把握し、サービス向上に努めて
いる。

利用者の要望を把握するためアンケートを実
施し、要望があった場合は管理運営に反映で
きる体制をとっている。

来園者を増加させるためのＰ
Ｒが実施されているか。

サービス向上の対策を行って
いるか。

利用者からの要望が管理事務
所に反映されているか。

公の施設であることを常に心掛け、市民の平
等利用が確保されている。

市民の平等利用が確保されて
いるか。

管理事務所内の部分消灯（昼間）による省エ
ネや施設内禁煙のほか、不法投棄の注意看板
の設置などの取組を行っている。

環境保全に対する取り組みが
行われているか。

業務において知り得た個人情報については、
漏洩防止のため施錠付き机に保管するととも
に、業務員に対して取扱指導を行っている。

給水施設については、専門業者に保守点検業
務を委託しているほか、業務員による日常的
な点検を実施している。

開園前に接遇及び災害等発生時の緊急対応に
関する研修ほか、刈払機の取扱作業者安全講
習会など計画的に研修を行っている。

施設内見回り、点検を行っているほか、樹木
の枝折れ等の注意呼びかけの看板の設置な
ど、利用者の危険防止が図られている。

個人情報保護について適切な
対応が行われているか。

防犯、防災、緊急時に的確な
対応を行えるようにしている
か。

保守点検業務が適切に行われ
ているか。

業務員の研修は行われている
か。

施設の安全対策は適切か。

事務所に緊急連絡網を掲示し、緊急時、迅速
で的確な対応がとられるよう体制を整えてい
る。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】0172-62-1146（直通）
【メール】nochi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　仕様書に基づき適切な管理運営がなされている。
　利用者に対し、施設を安全に安心して利用できる環境を整え、省エネや施設内禁煙などにも
取り組んでいる。
　ま、,利用者からの要望があった際は、市側と連携して、迅速に調査、確認、対応を行ってお
り、適切な施設運営を行っていただいている。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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〇

〇

〇

〇

　青森市大字浅虫字馬場山1-7

令和6年度「浅虫温泉森林公園」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　浅虫温泉森林公園については、一般社団法人浅虫温泉観光協会が指定管理者として施設の管
理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和6年７月１7日

　浅虫温泉森林公園

　自然観察、林業体験学習、レクリエーション等の余暇活動の場を提供すること
により、市民の自然保護意識及び緑化意識の高揚を図り、併せて市民の健康の増
進に資するため、森林公園を設置する。

【名　称】一般社団法人　浅虫温泉観光協会
【代表者】会長　中村　彰利
【住　所】青森市大字浅虫字蛍谷７０

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

広報あおもり活用のほか、観光協会であることを活
用し、周辺施設や観光案内所と連携し、利用促進の
ＰＲに取り組んでいる。

テニスコート及び運動広場を日々整備してい
るほか、遊歩道の刈払いを定期的に行い、
サービス向上を図っている。

要望を把握するためアンケートを実施し、運
営に反映できる体制をとっている。要望の
あった運動広場のナイター営業を再開した。

来園者を増加させるためのＰ
Ｒが実施されているか。

サービス向上の対策を行って
いるか。

利用者からの要望が管理事務
所に反映されているか。

公の施設であることを常に心がけ、市民に対
する平等利用が確保されている。

市民の平等利用が確保されて
いるか。

管理事務所内の部分消灯（昼間）による省エ
ネや施設内禁煙に取り組んでいるほか、山野
草の持ち帰り防止の呼びかけを行っている。

環境保全に対する取り組みが
行われているか。

業務において知り得た個人情報については、
漏洩防止のため、施錠付き机に保管するとと
もに業務員に対して取扱指導を行っている。

給水施設については、専門業者に保守点検業
務を委託しているほか、業務員による日常的
な点検を実施している。

接遇研修や、テニスコート等の使用料の金銭
取り扱いなどについて指導を行っている。

施設内見回り、点検を行っているほか、樹木
の枝折れ等の注意呼びかけの看板の設置な
ど、利用者の危険防止が図られている。

個人情報保護について適切な
対応が行われているか。

防犯、防災、緊急時に的確な
対応を行えるようにしている
か。

保守点検業務が適切に行われ
ているか。

業務員の研修は行われている
か。

施設の安全対策は適切か。

事務所に緊急連絡網を提示し、迅速に対応できる体
制となっている。業務員作業は常時２人で行い安全
に努めている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】0172-62-1146（直通）
【メール】nochi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　仕様書に基づき適切な管理運営がなされている。
　利用者に対し、施設を安全に安心して利用できる環境を整え、省エネや施設内禁煙などにも
取り組んでいる。
　また今年利用者からの要望があった際は、市側と連携して、迅速に調査、確認、対応を行っ
ており、適切な施設運営を行っていただいている。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字高屋敷字後田３２番地１

令和６年度「杉沢農村公園」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　杉沢農村公園については、杉沢町内会が指定管理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月１７日

杉沢農村公園

　自然観察、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより、市民の
農村観環境保全意識の高揚を図り、併せて市民の健康の増進に資するため、農村
公園を設置する。

【名　称】杉沢町内会
【代表者】会長　森　隆
【住　所】青森市浪岡大字杉沢字井ノ下２６番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について
利用者から苦情があった際は、迅速に対応す
る体制があり、仕様書どおり適切に行われて
いる。

苦情処理の体制は明確である
か。

利用者からの要望には、迅速な対応に努めて
おり、検討を要する事項は町内会で審議し、
必要に応じ市とも協議して対応している。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

施設利用の苦情がないことから、平等利用が
確保されているものと判断する。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

災害時に備え、利用者の安全確保や緊急連絡
網の確認を行っているほか、事故防止のため
に定期的な点検も行っている。

施設の安全管理、また、草刈・清掃等の管理
が適切に行われており、仕様書どおり適切に
行われている。

転倒による怪我を未然に防ぐため、公園内の
石や異物有無等の点検が行われている。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

保守点検業務が適切に行われ
ているか。

農村公園内の安全対策は適切
か。

個人情報漏洩を防ぐため、厳重に管理できる
体制を整えており、仕様書どおり適切に行わ
れている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

施設の平等利用が確保されて
いるか。

災害時に備え、利用者の安全確保や緊急連絡
網の確認を行っているほか、事故防止のため
に定期的な点検も行っている。

施設の安全管理、また、草刈・清掃等の管理
が適切に行われており、仕様書どおり適切に
行われている。

転倒による怪我を未然に防ぐため、公園内の
石や異物有無等の点検が行われている。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

保守点検業務が適切に行われ
ているか。

農村公園内の安全対策は適切
か。

個人情報漏洩を防ぐため、厳重に管理できる
体制を整えており、仕様書どおり適切に行わ
れている。

管理について

運営について
利用者から苦情があった際は、迅速に対応す
る体制があり、仕様書どおり適切に行われて
いる。

苦情処理の体制は明確である
か。

利用者からの要望には、迅速な対応に努めて
おり、検討を要する事項は町内会で審議し、
必要に応じ市とも協議して対応している。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

施設利用の苦情がないことから、平等利用が
確保されているものと判断する。

【名　称】本郷町内会
【代表者】会長　奥瀬　金蔵
【住　所】青森市浪岡大字本郷字篠原１１番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市浪岡大字本郷字岸田17番地

令和６年度「本郷農村公園」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　本郷農村公園については、本郷町内会が指定管理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月１７日

本郷農村公園

　自然観察、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより、市民の
農村観環境保全意識の高揚を図り、併せて市民の健康の増進に資するため、農村
公園を設置する。

1/2



【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字北中野字北畠１９５番地

令和６年度「北中野農村公園」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　北中野農村公園については、北中野町内会が指定管理者として施設の管理運営を行っていま
す。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月１７日

北中野農村公園

　自然観察、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより、市民の
農村観環境保全意識の高揚を図り、併せて市民の健康の増進に資するため、農村
公園を設置する。

【名　称】北中野町内会
【代表者】会長　伊藤　芳男
【住　所】青森市浪岡大字北中野字天王９４番地

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について
利用者から苦情があった際は、迅速に対応す
る体制があり、仕様書どおり適切に行われて
いる。

苦情処理の体制は明確である
か。

利用者からの要望には、迅速な対応に努めて
おり、検討を要する事項は町内会で審議し、
必要に応じ市とも協議して対応している。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

施設利用の苦情がないことから、平等利用が
確保されているものと判断する。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

災害時に備え、利用者の安全確保や緊急連絡
網の確認を行っているほか、事故防止のため
に定期的な点検も行っている。

施設の安全管理、また、草刈・清掃等の管理
が適切に行われており、仕様書どおり適切に
行われている。

転倒による怪我を未然に防ぐため、公園内の
石や異物有無等の点検が行われている。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

保守点検業務が適切に行われ
ているか。

農村公園内の安全対策は適切
か。

個人情報漏洩を防ぐため、厳重に管理できる
体制を整えており、仕様書どおり適切に行わ
れている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

・環境保全取組みへの理解は十分か

利用見込者数等を考慮して勤務シフトを細かに分け
て管理するなど適時適切な人員配置を行っている。

・事故防止に向けて取り組んでいるか

・管理保守点検業務が適切に行われているか

・職員の育成に方向性があるか
・内容及び回数は適切か

・職員の雇用・労働条件の向上に努めているか

・適正な配置がなされているか

通常開園前及び閉園時には設備の点検を行ってい
る。

運営について

月別大物ランキング大会を行い、利用促進に
努めている。

初心者の利用客に対し釣り方のアドバイスを行う等
し、サービス向上に努めている。また、苦情発生の
際は、管理責任者または観光協会事務局に即座に繋
ぐ体制をとっている。

・利用促進策は具体的であり、実現可能か
・イベントの継続性があるか

・利用者に対するサービス向上が見込まれるか
・苦情処理の体制が取れているか

常連の利用客を中心にニーズを把握し、運営改善に
努めている。

・要望を運営に反映する工夫がされているか

悪天候等に伴う臨時休園のお知らせについて、浅虫
温泉宿泊客向けにはホテル及び道の駅等にFAXにて
お知らせ、一般利用客向けには浅虫温泉観光協会の
HPで周知しており、平等な利用確保に努めている。

・平等な利用確保について心がけているか

管理について

海の環境保護のため、利用客のゴミ等の持ち帰りに
ついて、適宜注意を促している。

青森市大字浅虫字蛍谷３５２地先

令和６年度「青森市浅虫海づり公園」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　青森市浅虫海づり公園については、（指定管理者）が指定管理者として施設の管理運営を行っていま
す。指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運営状況
について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２５日

青森市浅虫海づり公園

市民に安全で快適な海づりの場を提供することにより、余暇の善用及び健康の増進に寄
与するため、浅虫海づり公園を設置する。

【名　称】一般社団法人浅虫温泉観光協会
【代表者】会長　中村　彰利
【住　所】青森市大字浅虫字蛍谷７０番地

令和６年４月１日　から　令和１１年３月３１日　まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

防災・緊急時に速やかに対応するための緊急連絡網
及び危機管理マニュアルを作成し、緊急時への対処
及び事故防止に努めている。

R6年の開園前に全職員への内部研修を行うととも
に、釣り初心者の職員に対しては、釣りの知識を向
上させるための研修を行った。

昼休み時に交代要員を確保できる職員数となるよう
シフトを管理しており、労働条件及び労働環境の向
上に努めている。
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特になし

【担当課】青森市　農林水産部　水産振興センター
【電　話】017-754-2064
【メール】suisan-center@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

管理運営について、事業計画書のとおり適切に行われている。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

○

〇

〇

〇

市民の平等な利用の確保に向
けた取組みがなされている
か。

照明器具の取替は可能な限りLED照
明とするなど環境に配慮している。

緊急連絡網を整備し、迅速に対応でき
る体制となっている。

学習会が年１回計画されている

受付・収納・修繕係に分かれ、それぞ
れ実務経験者を配置している。

環境保全、負荷低減の取組が
なされているか。

個人情報の保護に関する取組
みがなされているか。

防犯、防災、緊急時の対応に
関する取組みがなされている
か。

職員の育成に向けた研修等が
実施されているか。

職員等の配置は適切なものと
なっているか。

個人情報を含む書類を鍵つきの書庫に
保管するなど保護策を講じている。

管理について

運営について

居住ルールの周知や定期巡回を行うほ
か。住宅管理人・町内会との連携によ
り監視を強化し抑制に努めている。

遅延する入居者に対し納付催告の電話連絡を
行っており、毎戸訪問による納付相談などき
め細やかな対応を心掛けている。

現地確認のうえで修繕を行い、緊急時
には応急措置を施し市に報告が行われ
ている。

不法行為への対応について。

収納業務への対応について。

修繕業務への対応について。

仕様書に基づいた対応を行なってお
り、状況に応じて市と協議を行ないな
がら迅速な対応に努めている。

利用者の要望の把握と反映方
法について。

公営住宅の主旨を理解し、市民や入居
者へ公平な対応をするよう努めてい
る。

【名　称】協同組合タッケン
【代表者】代表理事　川嶋　勝美
【住　所】青森市橋本二丁目５番１２号

令和５年４月１日　から　令和１０年３月３１日　まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市花園二丁目11－11　ほか21箇所

令和６年度「青森市営住宅等（青森地区）」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　青森市営住宅等（青森地区）については、協同組合タッケンが指定管理者として施設の管理
運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和6年7月19日

青森市営住宅等（青森地区）

健康で文化的な生活を営むのに足りる住宅を、住宅に困窮している低所得者に対
して低廉な家賃で賃貸すること等により、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄
与するため。
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【担当課】青森市　都市整備部　住宅まちづくり課
【電　話】017-734-5572
【メール】jutaku-machizukuri@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

施設の管理運営業務については、協定書、仕様書に基づき適正に行われている。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇職員等の研修計画

職員の雇用・労働条件

職員等の配置計画

刈払機の取扱や個人情報保護講習など
業務に必要となる研修が適切に計画さ
れている。

【名　称】　特定非営利活動法人　パークメンテ青い森グループ
【代表者】　会長　千葉 洋一
【住　所】　青森市浜館二丁目４番地６

令和4年 4月 1日　から　令和9年 3月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

市内在住者が雇用されている。地元雇用への配慮

雇用・労働に係る法令等を遵守し、労
働条件の向上に努めている。

人員が適正に配置されている。

合浦公園・・・・・・・青森市合浦二丁目86番　外26筆
野木和公園・・・・・・青森市大字羽白字野木和47番1　外39筆
野木中央公園・・・・・青森市大字野木字山口15番8　外5筆
本町公園・・・・・・・青森市本町一丁目1番81　外2筆
戸山中央公園・・・・・青森市蛍沢四丁目48番188
戸山西公園・・・・・・青森市蛍沢三丁目17番18
奥野中央公園・・・・・青森市緑二丁目17番1
はまだて公園・・・・・青森市浜館二丁目9番1　外5筆
浜田中央公園・・・・・青森市浜田三丁目2番1
八ツ役北公園・・・・・青森市第二問屋町三丁目1番44及び253番
平和公園・・・・・・・青森市大字浦町字野脇369番1　外4筆
駅前公園・・・・・・・青森市新町一丁目2番15　外5筆
新青森駅前公園・・・・青森市石江二丁目10
青森市スポーツ公園
（わくわく広場）・・・青森市大字大矢沢字野田72番3　外2筆
大野中央公園・・・・・青森市西大野三丁目12番

令和６年度「青森市都市公園（合浦公園等１５公園）」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　青森市都市公園（合浦公園等15公園）については、特定非営利活動活動法人パークメンテ青
い森グループが指定管理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和6年7月31日

青森市都市公園（合浦公園等１５公園）

市民の憩いや安らぎ、健康増進、文化、レクリエーション活動の拠点として、子
供からお年寄りまで多くの人々が利用し、楽しむことができる場を提供するとと
もに、美しい潤いのある都市景観を形成し、公共の福祉の増進に資することを目
的とする。
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〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

防犯、防災、緊急時の対応に
関する取組

公園内の見通しを確保するための樹木
管理や防犯灯の管理に努め、台風等の
自然災害の恐れがある場合は、事前に
公園の施設や樹木等へ必要な措置を実
施したうえで、巡回強化を実施するな
どの被害状況への早期対応にも努めて
いる。また、緊急時には、連絡網によ
り迅速・的確な対応が行える体制を確
保している。

施設管理計画

公園施設について、巡回等による点検
を実施し、必要な修繕工事の実施や使
用禁止の措置をとるなど、安全対策に
努めている。また、特殊な保守点検及
び動植物の管理については、専門業者
等に再委託を行うなどし、適切に実施
されている。

管理について

運営について

犬の放し飼いにや糞の始末、ゴミのポ
イ捨て等については、看板設置により
マナー向上に努めているほか、他の利
用者の迷惑に繋がる行為については、
直接口頭で注意指導を行っている。

青森春まつりや緑と花に関する各種講
習会など、計画書どおり自主事業が行
われている。

苦情への適切な対応に努め、サービス
向上を図っている。

不法行為等への対策

自主事業の取組

サービス向上の対策

小まめな消灯による節電やアイドリン
グストップに努めるなど、環境負荷低
減への取組が行われている。

市民の平等な利用を確保する
ための方針

障がい者雇用に努めている。

意見箱の設置や公園利用者に対してア
ンケート等を行い、利用者の意見要望
を反映した運営に努めている。

利用者等の要望等の把握と反
映方法

団体利用について必要な調整を図るな
ど、平等性の確保が図られている。

個人情報保護の取扱いに関す
る取組

個人情報に関する責任者を任命し、研
修を計画するなど適切に行われてい
る。

環境保全、負荷低減への取組

福祉に関する取組

2/3



【担当課】　青森市都市整備部公園河川課
【電　話】　０１７－７５２－８３４２
【メール】　koen-kasen@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

各種公園施設の保守点検などを仕様書に沿って適切に実施しており、利用者の意見や要望の把
握に努めることのほか、公園使用許可事務を適切に実施しており、管理運営状況については適
正と判断する。今後もさらなる安全で快適な公園管理を実施するようお願いしたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

管理について 〇

〇

〇

〇

〇

〇

運営について 〇

〇

特定の個人・団体の利用を優先することな
く、到着順の駐車を徹底し、平等利用を確保
している。

利用者の平等利用が確保されて
いるか。

駐車場内の照明（EVホール以外）を入出庫可
能時間以外は消灯している。

環境負荷の低減などの取組みが
なされているか。

駐車場利用者からの苦情、要望等をサービス
向上につなげるため、管理室前にアンケート
ボックスを設置している。

利用者からの意見・要望を運営
に反映しているか。

【名　称】太陽と地球の共同体　代表団体　株式会社サン・コーポレーション
　　　　　青森営業所
【代表者】所長　太田　心生
【住　所】青森県青森市大字筒井字八ツ橋31番地307

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

個人情報取扱責任者を定め、書類等を適切に
管理している。

指定管理者自ら、あるいは専門業者に委託
し、仕様書どおり適正に行われている。

人材育成計画に基づき教育研修を実施してい
る。
（年4回予定（2回実施済み））

駐車場管理業務及び清掃業務を的確に遂行す
るための職員を適正に配置している。

個人情報保護について適切な対
応が行われているか。

防犯、防災、緊急時の対応を的
確に行えるようにしているか。

施設管理のための保守点検業務
が適切に行われているか。

職員の指導・研修は適切に行わ
れているか。

適切な人員配置や体制になって
いるか。

緊急連絡体制表を作成するとともに、発電
機、投光器等防災備品の点検及び使い方の研
修を実施している。

西口駐車場：青森市石江3丁目3番
南口駐車場：青森市大字石江字高間141番地1

令和6年度「青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場」に係るモニタリング評価結果
（第１回）

　青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場については、太陽と地球の共同体
代表団体　株式会社サン・コーポレーション青森営業所が指定管理者として施設の管理運営を
行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和6年７月24日

青森市新青森駅西口駐車場及び青森市新青森駅南口駐車場

自動車利用者の利便を図るとともに、安全かつ円滑な交通の確保に資する
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〇

〇

特になし。

【担当課】青森市　都市整備部　道路維持課
【電　話】０１７－7５２ー8562
【メール】doro-iji@city.aomori.aomori.jp

駐車場出入口及び一時乗降場所等の渋滞緩和のた
め、誘導員を増員して対応している。

感染症予防として、消毒液の設置のほか、１日数回エレベー
ターや手すり等の除菌作業、トイレなど密閉空間の換気など
を実施している。また、管理室にて両替の対応や、冬期間は
屋上利用者にスノーブラシを貸し出すなど、サービスの向上
に努めている。

駐車場の混雑時に適切に対応し
ているか。

サービス向上に努めているか。

【総合評価】

 職員研修や施設の保守管理は適正に行われている。また、感染症の予防措置等として、トイレ
内のこまめな換気と消毒液の設置をしているほか、清掃作業とともに、１日数回エレベーター
や手すりなどふき取りによる除菌作業を継続して行い、利用者へ配慮した取り組みが行われて
いる。
 ねぶた祭り、年末年始等の繁忙期は誘導員の増員により混雑緩和に努めており、特に、雨天の
混雑時には、利用者の紙幣が濡れ精算機への投入ができなくなるのを防止するために、500円
硬貨を精算機まで持参し、その場で両替対応していることは大いに評価できる。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

保守点検業務が適切に行われて
いるか。

職員の研修が行われているか。

適正な配置となっているか。

危機管理マニュアルに基づき、緊急時対
応を徹底するとともに、消防(消火、避
難、通報)訓練を2回(5月、2月)実施す
る。
監視カメラによる館内外の監視や職員に
よる定期的な見回りを行い、施設管理に
取り組んでいる。

個人情報保護について適切な対
応が行えるようにしているか。

個人情報保護マニュアルに基づき、個人
情報に係る書類は鍵付きキャビネットに
保管し、適切な管理を行っている。個人
情報が記載された書類の廃棄について
は、シュレッダーで断裁するなど、個人
情報の保護に取り組んでいる。

管理について

節電については、利用者にも呼びかけ協
力を得ながら、施設利用に支障がない範
囲で、積極的に取り組んでおり、冷暖房
の温度管理や、窓の開閉による調節など
を行い、省エネに取り組んでいる。

各種保守点検業務を専門業者へ委託して
いるほか、職員による日常点検を実施し
ている。

青森市浪岡大字浪岡字稲盛93番地

令和6年度「青森市浪岡体育館」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市浪岡体育館については、浪岡青い森スポーツ協議会が指定管理者として施設の管理運
営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和6年7月1６日

青森市浪岡体育館

　市民への体育やスポーツの普及及び振興を図り、もって健康で文化的な市民
生活の形成に資するため設置しています。

【名　称】浪岡青い森スポーツ協議会
【代表者】会長 長谷川 章悦
【住　所】青森市浪岡大字浪岡字稲盛93番地

令和５年4月1日　から　令和１０年3月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

事業計画書に基づき、新規採用の職員及
びパートがいる場合には、ＡＥＤ研修の
受講を予定しているほか、内部研修の実
施も予定している。

施設管理責任者や法定設置義務がある防
火管理者のほか、スポーツ施設管理業務
の経験者、振興活動(事業実施)の経験者及
びスポーツに関する知識を有する者を適
正に配置している。

環境保全、負荷軽減に取り組ん
でいるか。

防犯、防災、緊急時の的確な対
応が行えるようにしているか。
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〇

〇

〇

〇

【担当課】浪岡振興部地域づくり振興課
【電　話】0172-62-1127
【メール】n-chiiki@city.aomori.aomori.jp

子供から高齢者までの幅広い年齢層を対
象とした各種スポーツ事業を計画、実施
している。

職員会議を週1回全職員で行い、情報の共
有化に取り組んでいる。苦情などがあっ
た場合には、速やかに職員同士で連絡を
取り合い、迅速かつ適切な対応ができる
体制を整えている。

来館者を増加させるためのＰＲ
及びイベントが行われている
か。

利用者に対するサービス向上は
見込まれているか。

【総合評価】

　全ての評価項目について適正に実施している。今後も継続して、適正な管理・運営に取り組
んでいただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

施設利用者からの要望について、職員会
議などで情報共有のうえ反映できるよう
取り組んでいる。また、施設入口に設置
しているアンケートボックスを活用し、
施設利用者や自主事業の参加者に対して
アンケートの協力を依頼するなど、利用
者の要望・意見の把握に取り組んでい
る。

利用者の要望・意見を把握し、
運営に反映しているか。

体育館の使用申請については、原則、先
着順となっているが、スポーツ大会優先
で調整している。

市民の平等な利用が確保されて
いるか。

運営について
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

青森市浪岡大字浪岡字稲盛６

令和６年度「浪岡総合公園、浪岡野球場、浪岡陸上競技場、浪岡庭球場、浪岡相撲場 」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　浪岡総合公園、浪岡野球場、浪岡陸上競技場、浪岡庭球場、浪岡相撲場については、浪岡青
い森スポーツ協議会が指定管理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２４日

浪岡総合公園、浪岡野球場、浪岡陸上競技場、浪岡庭球場、浪岡相撲場

　市民の憩いや安らぎ、健康増進、文化、レクリエーション活動の拠点として、子供から
お年寄りまで多くの人々が利用し、楽しむことができる場を提供するとともに、美しく潤
いのある都市景観を形成し、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

【名　称】浪岡青い森スポーツ協議会
【代表者】会長　長谷川　章悦
【住　所】青森市浪岡大字浪岡字稲盛９３番地

令和５年４月１日　から　令和１０年３月３１日　まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

仕様書通り適正に行われている。

事業計画書に基づき、青森市浪岡体育館
と連携した各種スポーツ事業を継続的に
行っており、本市の体育・スポーツの普
及振興に貢献している。

違法駐車、犬等の放し飼い等
への具体的な対応を行ってい
るのか。

使用者に対する新たなサービ
ス提供、利用促進策が講じら
れているか。

管理事務所内への意見箱の設置や利用
者への声がけなどにより意見・要望を
把握し、運営への反映を図っている。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

原則、使用許可は先着順としているが、
特定の団体が長期的に使用する場合は利
用調整を行うなど、市民の平等な利用に
努めている。

市民の平等利用が確保されて
いるか。

節電等によるエネルギー使用量の削減及
び施設利用者へのゴミの持ち帰り運動の
啓蒙に努めている。

個人情報の取扱い手順、作業責任者を明
確にしているほか、青森市個人情報保護
条例の遵守に努めている。

施設の安全点検を定期的に行っているほ
か、緊急連絡網を整備し、即座に対応で
きる体制を整えている。

各専門業者に再委託するなど、仕様書
どおり適正に行われている。

環境保全に対する取組みが行
われているか。

具体的な安全策を講じている
か。

個人情報保護について適切な
対応が行われているか。

防犯、防災、緊急時の対応に的
確な対応が行えるようにしてい
るか。

保守点検業務が適切に行われ
ているか。

施設の貸出時において、施設使用時の留意点
を説明しているほか、公園遊具については定
期的な点検が仕様書どおりに行われている。
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【担当課】青森市浪岡振興部都市整備課
【電　話】０１７２－６２－１１６８
【メール】n-toshiseibi@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　管理運営業務について、仕様書に基づき適正に実施されている。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻２-３

令和６年度「アップルヒル」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　アップルヒルについては、株式会社アップルヒルが指定管理者として施設の管理運営を行っ
ています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和6年7月18日

アップルヒル

消費者との交流による地場産品の開発、普及及び交流の展開を図るとともに、
青森市及び交流圏域の情報の受発信基地として寄与するため設置しています。

【名　称】株式会社アップルヒル
【代表者】代表取締役　　佐藤　文一
【住　所】青森市浪岡大字女鹿沢字野尻２-３

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

施設管理責任者や法定設置義務がある防火
管理者・食品衛生責任者が適正に配置されて
いる。

適正な配置となっているか。

職員の雇用・労働条件の向上に
取り組んでいるか。

就業規則と給与規定の改定に向けて検討を
行っている。

職員の研修が行われているか。
閑散期に受講できる研修への参加を計画し

ている。

保守点検業務が行われている
か。

各種保守点検業務を専門業者へ委託してい
るほか、職員による日常点検を実施してい
る。

個人情報保護マニュアルに基づき、個人情
報に係る書類は鍵付きキャビネットに保管
し、適切な管理を行っている。個人情報が記
載された書類の廃棄については、シュレッ
ダーで断裁するなど、個人情報の保護に取り
組んでいる。

危機管理マニュアルに基づき、緊急時対応
を徹底するとともに、消防訓練、土砂災害避
難訓練を実施している。

また、監視カメラによる館内外の監視や職
員による定期的な見回りを行い、施設管理に
取り組んでいる。

個人情報保護について適切な対
応が行われているか。

防犯、防災、緊急時に的確な対
応が行えるようにしているか。
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〇

〇

〇

〇

〇

〇

　取締役会において、令和5年度中に実施すると公言していた就業規則と給与規定の改定がさ
れていなかった。職員の労働条件に係わる重要な事柄であるため、指定管理者と協議を行った
結果、令和6年度内に対応することとした。

【担当課】浪岡振興部地域づくり振興課
【電　話】0172-62-1127
【メール】n-chiiki@city.aomori.aomori.jp

運営について

農産物直売室をはじめとした販売に係る施
設での営業活動や、りんご園や体験加工実習
室での体験活動などを積極的に展開してい
る。

イベント開催への工夫や、飲食部門におけ
る新規メニューの開発など、自らの創意工夫
による瀬局的な誘客活動を行っている。

施設の活用が図られているか。

来場者を増加させるためのPR及
びイベントが行われているか。

【総合評価】

　評価項目について概ね適正に実施しており、大きな課題は見受けられない。
　利用者からの要望に対して迅速かつ適切な対応が行われており、施設の状態・サービスにつ
いては良好である。また、積極的な業務改善や自主事業の実施により、売上は順調に回復傾向
にある。
　今後も引き続き利用者のニーズを捉えるとともに事業の検証や改善に努め、良好な施設運営
に取り組んでいただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

施設内に設置した意見箱やホームページ、
SNS、アンケートにより集約した利用者の苦
情や要望を社内共有し、社内定例会議で改善
策を講じている。

利用者の要望、意見を把握し、
運営に反映しているか。

予約については先着順での受付として、公
平性を保っている。

障がい者等への対応は適切か。

施設内の主な照明はLED電球に交換してお
り、無理の無い継続的な節電に取り組んでい
る。

また、冷暖房の温度管理や、窓の開閉によ
る調節などを行い、省エネに取り組んでい
る。

市民の平等利用が確保されてい
るか。

身障者に配慮した駐車スペースやトイレの
配置、車いすの貸し出し等により、バリアフ
リーに配慮している。

環境保全、負荷低減に取り組ん
でいるか。
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市安方1丁目1番1号

令和６年度「青森市文化観光交流施設」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　青森市文化観光交流施設については、（公社）青森観光コンベンション協会が指定管理者と
して施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月３１日

青森市文化観光交流施設

　市民が誇る郷土の伝統文化である青森ねぶたの保存及び伝承を図るとともに、
その活用を通じた多様な交流の拠点を提供し、もって本市の文化及び観光の振興
並びに地域社会の活性化に資することを目的として設置。

【名　称】公益社団法人青森観光コンベンション協会
【代表者】会長　佐藤　健一
【住　所】青森市柳川1丁目4番1号

令和２年４月１日　から　令和７年３月３１日まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（展示物やパンフレットを英語や中国語、韓国語等
で表示、ＱＲコード読取の多言語翻訳解説サービス
など）

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（郷土芸能の発表会開催やインバウンド対応のホー
ムページ、SNSを活用した最新情報の発信など）

館内案内等、施設利用者に対するサービ
ス向上対策に努めているか。

地域文化の振興及び発信を通じた市民や
観光客の交流の促進に努めているか。

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（ねぶた若手制作者によるミニねぶた・中型ねぶた
の制作、ねぶた運行団体や製作者・ボランティアの
協力を得て開催するワークショップなど）

青森ねぶたの保存伝承、発展、後継者育
成に資する企画運営を行っているか。

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（意見・要望投函箱の設置など）

利用者からの要望を運営に反映する工夫
に努めているか。

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（情報セキュリティ対策の徹底や保管場所の施錠な
　ど）

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（年次・月次点検、不具合箇所の適切な修繕など）

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（他県観光地視察・施設見学やアテンダント研修な
ど）

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（経験や専門知識を有する職員の配置、繁忙期・閑
散期の状況を踏まえたシフトなど）

一般文書及び会計文書管理、個人情報の
管理を適正に行っているか。

緊急時の対策についてのマニュアルを作
成し、的確に対応できるよう研修、実施
訓練をしているか。

施設、設備の定期的な点検等を行い、常
に安全で良好な状態を維持保全している
か。

職員に対し、管理運営に必要な研修を実
施しているか。

適正な職員配置となっているか。

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（緊急時の避難マニュアルの作成、監視カメラでの
管理、防災訓練の実施など）
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○

【担当課】青森市経済部観光課
【電　話】０１７－７３４－５１５３
【メール】kanko@city.aomori.aomori.jp

運営について

仕様書・提案書どおり適切に行われている。
（観光キャラバンや修学・教育旅行の誘致活動の実
施など）

施設の利用促進を図るため、積極的な宣
伝・営業活動を行っているか。

【総合評価】

　管理・運営については概ね適切に実施されており、今後も仕様書に基づいた業務の実施と提
案書に沿った計画的な運営に努めていただきたい。
　運営状況については、コロナ禍後における国内外の観光需要増大に伴い、開館以来過去最高
の入場者数を記録し、国内最大級のインバウンドニュースサイト「訪日ラボ」が令和5年12月
に公表した「2023年最新インバウンド人気観光地ランキング東北編」において、ワ・ラッセ
が1位を獲得するなど来場者の満足度が向上するサービスが提供されているものと考える。
　今年度は青森ねぶた祭の有料観覧席がほぼ完売状態であるほか、ねぶたミュージアム内に囃
子や跳人が躍動する映像を映し出すプロジェクションマッピングを設置することもあり、改め
て青森ねぶたの魅力を国内外に発信することで、誘客促進が期待できることから、今後も更な
るサービスの向上に努め、積極的に地域や関係団体と連携を図るなど、引き続き努力をお願い
したい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

利用者の要望を把握し、運営に反映
しているか。

来館者や利用者が要望や意見等を気軽に伝えられる
よう、各館に用紙や投書箱を設置するほか、口頭に
よる要望も常時受け付けている。

サービス向上に努めているか。
事業実施後の参加児童から感想を次回開催の参考に
しているほか、保護者からの要望等を全館で共有す
るなど、サービス向上に努めている。

運営について

青森市浪岡大字浪岡字細田２００番地２　ほか

令和６年度「青森市立児童館（浪岡地区）」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市立児童館（浪岡地区）については、特定非営利活動法人ＮＰＯ婆娑羅凡人舎が指定管
理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２３日

青森市立浪岡中央児童館、青森市立五本松児童館、青森市立王余魚沢児童館、
青森市立女鹿沢児童館、青森市立平川児童館、青森市立吉野田児童館、青森市立杉高児童館

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める児童厚生施設として、児童に
健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすること。

【名　称】特定非営利活動法人ＮＰＯ婆娑羅凡人舎
【代表者】代表理事　工藤　修一
【住　所】青森市浪岡大字高屋敷字野尻１７番地１

令和3年４月１日から令和8年３月３１日まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

事業実施の際は、子ども会、母親クラブ、町
内会等と積極的に連携を図っている。

積極的に地域や関係団体と連携を
図っているか。

利用者の利便性・公平性に十分配慮しながら
運営を実施している。

市民の平等利用が確保されている
か。

「青森市環境方針」に則り、節水・照明等の
節電に努めている。コピー用紙は再生紙を利
用し、裏面再利用も実施している。

杉高児童館の防火扉法定点検は4月実施済、消
防設備保守点検を年2回（7月、2月）実施。
遊具等の点検は、月２回実施している。

５月～６月に県児童館連絡協議会及び東青教育事務
所による研修会に職員を受講させた。今後も関係団
体等による研修会への参加を予定。

仕様書どおり適正に配置されている。

環境保全、負荷低減の取組がなされ
ているか。

個人情報保護について適切な対応が
行われているか。

保守点検業務が適切に行われている
か。

職員の研修が行われているか。

職員は適正な配置となっているか。

青森市個人情報保護条例及び施行規則を遵守
するとともに、職務上知り得た情報は、漏洩
のないよう職員に周知徹底を図っている。

防犯、防火、緊急時に的確な対応が
行なえるようにしているか。

危機管理マニュアルを策定し、月１回の避難
訓練・消火訓練を実施。うち年１回（杉高・
王余魚沢は2回）は、総合避難訓練を予定。
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○

○

○

運営について

【担当課】青森市浪岡振興部健康福祉課
【電　話】０１７２－６２－１１１３（直通）
【メール】n-kenko@city.aomori.aomori.jp

子どもの居場所となり、地域と連携し、子どもの健
全育成を進めるなど、児童館の施設特性に基づいた
運営が行われている。

７月に「子どもの祭典」を開催したほか、他の合同
事業も予定どおり実施する見込みであり、各館の自
主事業についても計画通り実施予定である。

毎月「児童館だより」を小学校等に配布し児童館の
PRをしているほか、入学説明会等の際に児童館利用
案内を配布するなど、利用率向上に努めている。

児童館ガイドラインで定められた、
施設特性に基づいた運営が行われて
いるか。

事業が計画どおり実施されている
か。

利用率の向上に努めているか。

【総合評価】

施設の管理運営状況は仕様書どおり適正に行われている。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

防犯、防災マニュアルや緊急連絡網を
作成し、緊急事態発生時の対応を取り
組んでいる。また、防災計画に基づい
た避難訓練を実施している。

施設管理に必要な各種保守点検につい
て業務委託し、適切に実施している。

省エネに努めているか。

個人情報保護について、適切
な対応が行われているか。

防犯、防災、緊急時の対応に
的確な対応が行えるようにし
ているか。

管理保守点検業務が適切に行
われているか。

青森市環境方針に従い、節電や節水に
努めるとともに、利用者に周知し、協
力をお願いしている。

管理について

運営について

地域の各種団体と連携しながら事業を
実施している。

利用者からの苦情や要望は寄せられて
いないが、可能な限り要望に応えられ
るよう市と協議しながら対応をとれる
体制を整えている。

事業が計画どおり実施されて
いるか。

利用者に対するサービス向上
の取組みがなされているか。

利用者の要望、意見は随時聞き取り等
により把握し、反映するようにしてい
る。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映されている
か。

介護予防拠点施設の目的に沿った利用
について、申請順に許可し、平等利用
が確保されている。

市民の平等な利用が確保され
ているか。

個人情報に係る書類は、鍵のかかる場
所に保管し、適正に管理している。

【名　称】下石川町内会
【代表者】町内会長　櫛引　章
【住　所】青森市浪岡大字下石川字平野２６１番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月３１日　まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市浪岡大字下石川字岡田１４３番地１

令和６年度「介護予防拠点施設下石川ふれあいセンター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　介護予防拠点施設下石川ふれあいセンターについては、下石川町内会が指定管理者として施
設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２４日

下石川ふれあいセンター

地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすため、設置する。
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【担当課】　　青森市浪岡振興部　健康福祉課
【電　話】　　 ０１７２－６２－１１３４
【メール】　　 n-kenko@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　 施設の管理運営については、仕様書どおり概ね適切に行われている。
 　また、利用者数は増加に転じていないものの、利用者がいつでも利用できるよう施設管理し
ている。
　引き続き、適切な管理運営に努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

青森市浪岡福田二丁目４番地３

令和６年度「介護予防拠点施設なごやかプラザ福田」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　介護予防拠点施設なごやかプラザ福田については、福田町内会が指定管理者として施設の管
理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２４日

なごやかプラザ福田

地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすため、設置する。

【名　称】福田町内会
【代表者】町内会長　野呂　一則
【住　所】青森市浪岡福田二丁目１番地９

令和３年４月１日　から　令和８年３月３１日　まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

地域の各種団体と連携しながら事業を
実施している。

利用者からの苦情や要望は寄せられて
いないが、可能な限り要望に応えられ
るよう市と協議しながら対応をとれる
体制を整えている。

事業が計画どおり実施されて
いるか。

利用者に対するサービス向上
の取組みがなされているか。

利用者の要望、意見は随時聞き取り等
により把握し、反映するようにしてい
る。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

介護予防拠点施設の目的に沿った利用
について、申請順に許可し、平等利用
が確保されている。

市民の平等な利用が確保され
ているか。

個人情報に係る書類は、鍵のかかる場
所に保管し、適正に管理している。

防犯、防災マニュアルや緊急連絡網を
作成し、緊急事態発生時の対応を取り
組んでいる。また、防災計画に基づい
た避難訓練を実施している。

施設管理に必要な各種保守点検につい
て業務委託し、適切に実施している。

省エネに努めているか。

個人情報保護について、適切
な対応が行われているか。

防犯、防災、緊急時の対応に
的確な対応が行えるようにし
ているか。

管理保守点検業務が適切に行
われているか。

青森市環境方針に従い、節電や節水に
努めるとともに、利用者に周知し、協
力をお願いしている。
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【担当課】　　青森市浪岡振興部　健康福祉課
【電　話】　　 ０１７２－６２－１１３４
【メール】　　 n-kenko@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　 施設の管理運営については、仕様書どおり概ね適切に行われている。
 　また、利用者数は徐々に回復してきており、利用者がいつでも利用できるよう施設管理して
いる。
　引き続き、適切な管理運営に努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

防犯、防災マニュアルや緊急連絡網を
作成し、緊急事態発生時の対応を取り
組んでいる。また、防災計画に基づい
た避難訓練を実施している。

施設管理に必要な各種保守点検につい
て業務委託し、適切に実施している。

省エネに努めているか。

個人情報保護について、適切
な対応が行われているか。

防犯、防災、緊急時の対応に
的確な対応が行えるようにし
ているか。

管理保守点検業務が適切に行
われているか。

青森市環境方針に従い、節電や節水に
努めるとともに、利用者に周知し、協
力をお願いしている。

管理について

運営について

地域の各種団体と連携しながら事業を
実施している。

利用者からの苦情や要望は寄せられて
いないが、可能な限り要望に応えられ
るよう市と協議しながら対応をとれる
体制を整えている。

事業が計画どおり実施されて
いるか。

利用者に対するサービス向上
の取組みがなされているか。

利用者の要望、意見は随時聞き取り等
により把握し、反映するようにしてい
る。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映されている
か。

介護予防拠点施設の目的に沿った利用
について、申請順に許可し、平等利用
が確保されている。

市民の平等な利用が確保され
ているか。

個人情報に係る書類は、鍵のかかる場
所に保管し、適正に管理している。

【名　称】下町町内会
【代表者】会長代行　野呂　正幸
【住　所】青森市浪岡大字浪岡字細田３９番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月３１日　まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市浪岡大字浪岡字細田１０２番地１０

令和６年度「介護予防拠点施設下町幸永会館」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　介護予防拠点施設下町幸永会館については、下町町内会が指定管理者として施設の管理運営
を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２４日

下町幸永会館

地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすため、設置する。
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【担当課】　　青森市浪岡振興部　健康福祉課
【電　話】　　 ０１７２－６２－１１３４
【メール】　　 n-kenko@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　 施設の管理運営については、仕様書どおり概ね適切に行われている。
 　また、利用者数は徐々に回復してきており、利用者がいつでも利用できるよう施設管理して
いる。
　引き続き、適切な管理運営に努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

防犯、防災マニュアルや緊急連絡網を
作成し、緊急事態発生時の対応を取り
組んでいる。また、防災計画に基づい
た避難訓練を実施している。

施設管理に必要な各種保守点検につい
て業務委託し、適切に実施している。

省エネに努めているか。

個人情報保護について、適切
な対応が行われているか。

防犯、防災、緊急時の対応に
的確な対応が行えるようにし
ているか。

管理保守点検業務が適切に行
われているか。

青森市環境方針に従い、節電や節水に
努めるとともに、利用者に周知し、協
力をお願いしている。

管理について

運営について

地域の各種団体と連携しながら事業を
実施している。

利用者からの苦情や要望は寄せられて
いないが、可能な限り要望に応えられ
るよう市と協議しながら対応をとれる
体制を整えている。

事業が計画どおり実施されて
いるか。

利用者に対するサービス向上
の取組みがなされているか。

利用者の要望、意見は随時聞き取り等
により把握し、反映するようにしてい
る。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映されている
か。

介護予防拠点施設の目的に沿った利用
について、申請順に許可し、平等利用
が確保されている。

市民の平等な利用が確保され
ているか。

個人情報に係る書類は、鍵のかかる場
所に保管し、適正に管理している。

【名　称】　　茶屋町町内会
【代表者】 　  町内会長　永井　三雄
【住　所】　   青森市浪岡大字浪岡字浅井１８４番地

令和３年４月１日　から　令和８年３月３１日　まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市浪岡大字浪岡字林本７９番地２

令和６年度「介護予防拠点施設浪岡茶屋町会館」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　介護予防拠点施設浪岡茶屋町会館については、茶屋町町内会が指定管理者として施設の管理
運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２４日

浪岡茶屋町会館

地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすため、設置する。
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【担当課】　　青森市浪岡振興部　健康福祉課
【電　話】　　 ０１７２－６２－１１３４
【メール】　　 n-kenko@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　 施設の管理運営については、仕様書どおり概ね適切に行われている。
 　また、利用者数は徐々に回復してきており、利用者がいつでも利用できるよう施設管理して
いる。
　引き続き、適切な管理運営に努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻１４番地１

令和６年度「健康の森花岡プラザ」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　健康の森花岡プラザについては、株式会社秋田東北ダイケンが指定管理者として施設の管理運
営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運営
状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和６年７月２４日

健康の森花岡プラザ

　浪岡地域の有する豊かな自然環境の下で、市民の保養及び健康づくりの推進を
図るとともに、温泉の利用を通じた市民の交流を促進するため。

【名　称】株式会社秋田東北ダイケン
【代表者】代表取締役　髙井　行則
【住　所】秋田県秋田市中通二丁目２番３２号

令和５年４月１日　から　令和１０年３月３１日　まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

幅広い年齢層が参加できる自主事業を実施している
ほか、広報あおもりへの掲載やSNSでの情報発信な
ど利用促進に取り組んでいる。

無料wi-fi環境の整備、マッサージチェアや浴室への
ボディソープ等の設置、タオル等の販売、利用者か
ら要望のあった牛乳等の販売などサービス向上に取
り組んでいる。

住民や関係団体の代表者等と意見交換するなど積極
的に連携を図っている。

PRやイベントなど利用促進
への取り組みが行われている
か。

サービス向上への取り組みが
行われているか。

積極的に地域や関係団体と連
携を図っているか。

意見箱の設置や利用者との会話により意見・要望を
把握し、運営への反映を図っている。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

入口に車椅子を配置して高齢者や障がい者が利用し
やすい環境を整えている。また、利用許可に当たっ
ては、差別することなく平等な利用を確保してい
る。

市民の平等な利用が確保され
ているか。

使用しない箇所のこまめな消灯など、積極的に省エ
ネルギーに努めている。

館長やスタッフによる日常点検のほか、維持管理業
務仕様書に基づいて計画的に実施されている。

毎月、他の指定管理施設責任者との合同責任者会議
を行っているほか、随時、施設の運営に必要な研修
を行っている。

館長が施設管理責任者として配置されており、管理
運営業務に従事する職員は、シフト表により適正に
配置されている。

省エネルギーに努めている
か。

防犯、防災、緊急時の対応が
的確に行なわれるようになっ
ているか。

保守点検業務は適切に行われ
ているか。

職員の研修が行われている
か。

職員は適正な配置となってい
るか。

避難訓練の実施や災害時の緊急連絡体制の構築、緊
急時対応マニュアルの整備により、緊急時的確に対
応できる体制が整っている。

個人情報保護について適切な
対応が行われているか。

青森市個人情報保護条例や社内個人情報保護規定を
遵守し、個人情報が記載された書類はキャビネット
に施錠して保管している。

1/2



【担当課】青森市浪岡振興部健康福祉課
【電　話】0172-62-1174
【メール】n-kenko＠city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　全ての評価項目について適正に実施されている。
　利用者の健康増進のための自主事業を企画・実施し、利用者数も増加しているが、引き続き、
自主事業やサービス向上対策の実施等により利用促進に努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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